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第１章 基本的事項 

 

１ 国民健康保険運営方針の趣旨 

静岡県国民健康保険運営方針（以下「運営方針」という。）は、県が市町とともに行

う国民健康保険（以下「国保」という。）の安定的な財政運営並びに国保事業の広域化

及び効率化の推進を図るために、県が策定する国保事業の運営に関する方針である。 

2018（平成 30）年度以降は、県が財政運営の責任主体として中心的な役割を担い、

市町が地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料(地方税法（昭和 25

年法律第 226 号）の規定による保険税を含む。第３章３を除き、以下同じ。)率の決定、

保険料の賦課・徴収、保健事業等の事業を引き続き担うこととされている。 

県と市町が各々の立場から役割分担しつつ、被保険者の公平性を確保する観点を踏

まえ、保険者としての事務を共通認識の下で実施するため、運営方針では、「国保の医

療に要する費用及び財政の見通し」「保険料の標準的な算定方法」「保険料の徴収の適

正な実施」「保険給付の適正な実施」「医療に要する費用の適正化の取組」「国保事業の

広域的及び効率的な運営」「保健医療サービスに関する施策等との連携」「関係市町相

互間の連絡調整等」について定めることとする。 

県は市町とともに、運営方針を基に、2018（平成 30）年度からの新たな国保制度を

将来にわたって持続可能で、県民が安心して医療を受けられる制度とするよう取り組

む。 

 

２ 運営方針の位置付け 

運営方針は、国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号。以下「国保法」という。）

第 82 条の２に基づくものである。 

 

３ 対象期間等 

（１）対象期間 

   運営方針の対象期間は、2018（平成 30）年４月１日から 2021（平成 33（注））年

３月 31 日までとする。ただし、対象期間中であっても、国保の状況等を勘案し、

必要に応じて見直しを行うものとする。 
 

  （注）元号法（昭和 54 年法律第 43 号）第１項の規定に基づき、政令により元号が

改められた後、改められた元号による年及び年度とする。（以下同じ。） 

 

（２）策定年月日 

   2017（平成 29）年 12 月 27 日策定 

2019（平成 31）年３月 27 日改定 
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第２章 国保の医療に要する費用及び財政の見通し 

 

 国保財政の健全化に取り組むため、本章では、国保の財政収支の基礎となる情報であ

る医療費等の見通しや県及び市町の財政収支に係る事項などを定める。 

 

１ 被保険者等の状況、医療費の動向及び見通し 

（１）被保険者等の状況 

  ア 国保世帯数、被保険者数及び国保加入率の推移 

2017（平成 29）年度の県内の国保加入世帯数は約 53 万世帯、被保険者数は約 86

万人であり、本県の人口に占める国保加入率は 23.4％となっており、いずれも近

年は減少傾向となっている。 
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【出典】　静岡県「国民健康保険事業状況」

900

989
950

1,019
1,039

594 581589

548

567

24.5
25 .7

26 .8
27.527 .9

％

23.4

855

530

 

 

※「本県人口に占める国保加入率」の算出に使用した各年度の本県人口は、統計センターしずおか「静岡

県人口推計」の各翌年度４月１日現在の推計値。 

※ 各数値とも年度末現在。 
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  イ 被保険者の年齢別構成の推移 

前期高齢者である 65 歳から 74 歳までの被保険者が占める割合は、2017（平成

29）年度は約 45.5％と増加する一方、０歳から 14 歳までの被保険者が占める割合

は約 6.7％と減少している。 

 

ウ 国保世帯主（75 歳未満）の職業別構成割合の年次推移 

    被保険者の世帯主の職業は、年金受給者などの無職者が最も多く、次いで非正

規労働者などの被用者となっている。 
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（２）医療費の動向 

  ア 国保の医療費の年次推移 

    国保の医療費総額及び一人当たり医療費は、毎年増加している。2017（平成 29）

年度の医療費総額は約 3,105 億円となった。 
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3,105

352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
第２章 国保の医療に要する費用及び財政の見通し 

5 

 

イ 都道府県別及び市町別一人当たり医療費 

    2017（平成 29）年度の本県の一人当たり医療費は 351,892 円となっており、全

国平均の 362,159 円を下回っている。2017（平成 29）年度の県内市町別の一人当

たり医療費は、最高（424,825 円）が最低（316,581 円）の約 1.34 倍となった。 
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 ウ 年齢階層別医療費 

    2017（平成 29）年度の５歳階層別の一人当たり医療費は、20 歳から 24 歳が最

も低く、その後、年齢の上昇とともに高くなり、前期高齢者である 65 歳以上は 40

万円を超える医療費となっている。また、2017（平成 29）年度の年齢階層別の医

療費割合では、前期高齢者が全体の約 63％を占めている。 
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  エ 医療費指数 

     各市町の一人当たり医療費（注）の過去３か年について、市町ごとの年齢構成

の差異を補正し、全国平均を１として指数化したものが医療費指数である。本県の

2015（平成 27）年度から 2017（平成 29）年度までの３か年平均では、34 市町が全

国平均以下となっている。 
  (注) 医療費指数に用いる医療費は、国ガイドラインが定める積算方法による費用(出産育

児一時金及び葬祭費を除く保険給付費ベースの費用) 
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（３）医療費の見通し 

   後期高齢者医療制度への異動者の増加等により、被保険者数は減少していくが、

一人当たり医療費は、高年齢層の増加等に伴い、増加していくことが想定されるこ

とから、医療費は横ばいで推移することが見込まれる。 

  ア 被保険者数の推計 

  

 （推計方法） 
  ・2014（平成 26）年度～2017（平成 29）年度の数値は年間平均被保険者数（３月～２月）、

2018（平成 30）年度の数値は４月～６月の平均被保険者数 
  ・国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口の伸び率等を基に年齢階層別に 2019（平

成 31）年度以降の数値を推計 
 

  イ 一人当たり医療費の推計 

 
 （推計方法） 
  ・年齢階層別に高額薬剤による影響を受けない年度（2011（平成 23）年度～2014（平成 26）

年度）の伸び率を基に 2018（平成 30）年度以降の数値を推計 
 

  ウ 医療費の推計 

 
 （推計方法） 
   ・「年齢階層ごとの被保険者推計」に「年齢階層ごとの一人当たり医療費」を乗じ、それぞ

れを合算して 2018（平成 30）年度以降の医療費総額を推計 
 ※ 年齢階層ごと:「未就学児（０～６歳）」「70 歳未満（７～69 歳）」 
         「70 歳以上一般（70～74 歳）」「70歳以上現役並み所得（70～74 歳）」 
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２ 財政収支の改善に係る基本的な考え方 

  国保財政を安定的に運営していくためには、原則として必要な支出を保険料や国庫

負担金などで賄うことにより、国保特別会計において収支均衡を図る必要がある。 

  県国保特別会計において、県は、市町の事業運営の健全化を念頭に、繰越金等を必

要以上に確保することのないよう適切に運営する。 

 市町国保特別会計において、市町は、保険料率の適正な設定、収納率向上対策、医

療費適正化等の実施により、単年度の収支の均衡に努める。 

 

３ 赤字解消・削減の取組 

 県では、市町における要因分析と制度移行後の市町の決算状況を踏まえ、県内市町

における赤字解消・削減の取組、目標年次等の取組方針を定める。 

 決算補填等を目的とする一般会計からの繰入れ（以下「赤字繰入れ」という。）を

行っている市町においては、県の定める取組方針を踏まえ、赤字繰入れを解消・削減

する計画を速やかに策定することとする。 

 

年度(目途) 県 赤字繰入れのある市町 

2018 年度 取組方針（案）を提示 
初年度の状況を踏まえ、赤字繰入

れの要因分析の上、県へ報告 

2019 年度～ 

2020 年度 

市町の分析結果と制度移行後の

市町の決算状況を踏まえ、解消・

削減の取組、目標年次等を示した

取組方針を決定 

県の定める取組方針を踏まえ、 

計画を策定 

 

（参考）市町の財政状況（2016 年度決算） 

赤字繰入れあり 22 市町 

赤字繰入れなし 13 市町 

 

４ 財政安定化基金の活用 

 国民健康保険財政安定化基金（以下「基金」という。）は、給付増、保険料収納不

足の場合に活用する基金（以下「通常基金」という。）と新制度移行に伴う保険料の

激変緩和措置などのために国の補助金により積み立てた基金（以下「特例基金」とい

う。）に区分される。 

 

（１）通常基金の活用 

  ア 貸付事業 

   県において、国保事業費納付金（以下「納付金」という。）の算定時の見込みか

ら保険給付費が増大した場合等に県国保特別会計へ貸付け（取崩し）を行う。 
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   市町において、保険料必要額に対して、収納率の低下等により収納額不足が見込

まれる場合に市町国保特別会計へ貸付けを行う。 

 

  イ 交付事業 

   市町において、次に掲げる特別な事情が生じたと認められる場合に市町特別会計

へ交付する。 

   なお、市町補填分については、当該交付を受けた市町が負担する。 

  (ア) 災害（地震、台風、噴火など）により、多数の被保険者に著しい影響が生じ

た場合 

  (イ) 地域企業の破綻や主要産物の価格が大幅に下落するなどにより、多数の被保

険者に著しい影響が生じた場合 

  (ウ) その他、上記に類すると知事の認める事象により、多数の被保険者に著しい

影響が生じた場合 

 

（２）特例基金の活用 

   2018（平成 30）年度から 2023（平成 35）年度までの特例として設置される特例

基金については、制度の円滑な施行のため、保険料の激変緩和措置などとして計画

的に活用する。 
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第３章 保険料の標準的な算定方法 

 

 2018（平成 30）年度以降、県が市町から納付金を徴収するとともに、市町に標準保険

料率を示すこととされていることから、本章では、納付金及び標準保険料率の算定方法

と保険料水準の考え方等を定める。 

 

１ 納付金及び標準保険料率の算定方法 

  県は、「国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定方法について（平成 28

年４月 28 日付け保発 0428 第 17 号厚生労働省保険局長通知）」（以下、「国ガイドライ

ン」という。）に基づき、市町から徴収する納付金を算定し、市町が保険料率を定める

際に参考とする標準保険料率を算定する。 

  運営方針の対象期間（2018（平成 30）年度～2020（平成 32）年度）の算定に使用

する係数等は次のとおりとする。 

 

（１）算定に用いる医療費指数反映係数αの設定 

  各市町の医療費水準を反映した保険料水準とするため、医療費水準を反映する 

 「α＝１」とする。 

 

（２）算定に用いる所得係数βの設定 

  本県の所得水準を反映するため、「β＝県平均の１人当たり所得／全国平均の１人

当たり所得」とする。 

 

（３）算定に用いる保険料算定方式（賦課方式）等 

 医療給付費分及び後期高齢者支援金分は３方式（所得割、被保険者均等割、世帯

別平等割）、介護納付金分は２方式（所得割、被保険者均等割）で算定する。 

 また、「応能割合：応益割合」を「所得係数β：１」とした上で、３方式の場合

の応益部分の「被保険者均等割：世帯別平等割」を「0.7：0.3」とする。 

  （参考） 
応益割合 

１ 
応能割合 

β 
（所得割） 

（被保険者均等割） 
0.7 

(世帯別平等割) 
0.3 

 

（４）算定に用いる収納率 

 実態に合わせた収納率とするため、県内保険者規模別（第４章１の収納率目標の

区分と同じ。）の平均収納率（過去５か年）とする。 
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（５）その他算定方法に係る事項 

  ア 高額医療費を共同で負担するための調整 

  納付金の算定に当たって市町ごとの医療費水準を反映する算定方法とすることか

ら、高額医療費を共同で負担するための調整は行わず、発生状況に応じて高額医療

費負担金、特別高額医療費共同事業負担金を各市町の納付金から差し引く。 

 

  イ 保健事業や付加給付等の納付金への加算 

 保健事業や付加給付等の実施について市町ごとに差があるため、これらを納付金

に加算しないこととする。 

 

  ウ 算定に用いる賦課限度額 

   算定処理を行う年度の国保法施行令第 29 条の７による額とする。 

  （参考）2017 年度賦課限度額 

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 

賦課限度額 54 万円 19 万円 16 万円 

 

  エ 激変緩和措置 

   納付金の算定結果を踏まえ、国ガイドラインに基づき、都道府県繰入金等による

激変緩和措置を活用する。 

 

（参考）納付金算定（医療分）の仕組みを数式にした場合(イメージ) 

 

市町の納付金の額＝（県の必要総額）×{α×（年齢調整後の医療費指数－１）＋１} 

       ×{β×（所得(応能)のシェア）＋（人数(応益)のシェア）}／（１＋β） 

       ×γ 

       － 高額医療費負担金調整 ＋ 地方単独事業の減額調整分 

       ＋財政安定化基金の返済分・補填分 等 

 

※ αは医療費指数をどの程度反映させるかを調整する係数（０≦α≦１） 

  α＝１のとき、医療費水準を納付金額に全て反映 

  α＝０のとき、医療費水準を納付金額に全く反映させない（県内統一の保険料水準時） 

 

※ βは所得のシェアをどの程度反映させるかを調整する係数であり、都道府県の所得

水準に応じて設定が原則 

 

※ γは市町の納付金額の総額を県の必要総額に合わせるための調整係数 
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２ 保険料水準についての考え方 

 本県では、医療費適正化の取組、保険料算定方式（以下「賦課方式」という。）の

統一の取組、収納率向上の取組、赤字繰入れの解消・削減の取組などを段階的に行い、

保険料水準の統一（標準保険料率の一本化）を目指す。 

 統一の目標時期の設定に当たっては、制度移行後の市町の運営状況や全国的な状況

などを踏まえ、2020（平成 32）年度までに十分に県と市町との協議を行う。 

 

 （取 組） 

 ・ 医療費適正化の取組 

   第６章に定めるところなどにより取り組む。 

 ・ 賦課方式の統一の取組 

医療給付費分は３方式（所得割、被保険者均等割、世帯別平等割）とし、後期高

齢者支援金分、介護納付金分とも資産割は使用しないことを目標とする。 

なお、制度施行後の状況や保険料水準の統一に関する検討に併せ、後期高齢者支

援金分、介護納付金分の県内統一方式について検討する。 

  ＜賦課方式の現状＞                    （2016 年度） 

区分 ２方式(均等割、所得割) ３方式（２方式＋世帯割） ４方式（３方式＋資産割） 

医療分 ０市町 ５市町 30 市町 

後期分 ４市町 10 市町 21 市町 

介護分 13 市町 ４市町 18 市町 

 ・ 収納率向上の取組 

   第４章に定めるところなどにより取り組む。 

 ・ 赤字繰入れの解消・削減の取組 

   第２章３に定めるところにより取り組む。 

 ・ その他必要と認める事項 

   その他、静岡県国保運営方針連携会議において、必要と認めるところにより取り

組む。 
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（参考）保険料水準についての考え方（イメージ） 

 

 

 
     

     

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

    

 

 

 

 

 

３ 「保険料」「保険税」方式 

  県内では、３市にて保険料方式、32 市町にて保険税方式が採用されており、徴収の

時効期間の違いなどがある。料・税の統一に当たっては、組織体制や費用など移行す

る市町の負担が大きいことから、全国的な状況を踏まえての今後の検討課題とする。 

制
度
改
革
前 

2018 年度～ 

目 

標 

医療費水準の差 

医療体制の違い 

適正化取組の差 

 

賦課方式(2･3･
4 方式)の違い 

 

収納率の差 

 
保険料上昇抑制

目的の赤字繰
入れの有無 

要 因 (例) 

賦課方式の統一 

(資産割を廃止） 

収納率高水準 

での平準化 

赤字繰入の 

削減・解消 

医療費水準の 

平準化 

･医療費適正化
の取組推進 
･医療サービス
の均質化 

市町ごとに独自に設定していることから保険料の差が大きい 

制度開始時は、県内市町の保険料率を急激に変動させないよう 

年齢構成調整後の医療費水準を反映して市町ごとに異なる標準保険料率を提示 
        （α＝１） 

保険料水準の統一(標準保険料率の一本化) 

 

2018 年度 

制度施行３年後(2020 年度)まで統一の目標時期等協議 

～2017 年度

＜納付金算定方法＞ 

・医療費水準を反映しない（α＝０） 

・納付金総額に保健事業や付加給付等を含め算定 

・市町ごとの収納率実績を納付金額に反映 など 

 

制
度
改
革
（
段
階
的
取
組
） 
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第４章 保険料の徴収の適正な実施 

 

 保険料収入の確保は、国保の安定的な財政運営の前提となるものである。本章では、

収納率目標を設定し、収納率の向上の取組を定める。 

 

１ 収納率目標 

（現状等） 

県内市町全体の収納率は、近年上昇傾向にあるものの、市町ごとに見た場合、収納

率の差は大きい状況にある。（参考資料 データ編 表８参照） 

 
（目標設定） 

各市町の収納率向上の観点から、運営方針の対象期間（2018（平成 30）年度～2020

（平成 32）年度）の保険者規模別の収納率目標を次のとおり定める。 

○保険者規模別収納率目標 

収納率目標 
保 険 者 規 模 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

       １万人未満 ９２．００％ ９３．８３％ ９５．６６％ 

１万人以上  ５万人未満 ９１．００％ ９２．２４％ ９３．４８％ 

５万人以上 10 万人未満 ９０．００％ ９０．５６％ ９１．１２％ 

10 万人以上 ８９．００％ ８９．７５％ ９０．５０％ 
※ 2018 年度の保険者規模は年間平均被保険者数（１月から 12 月までの一般被保険者数の平均）、 

2019 年度及び 2020 年度の保険者規模は年度平均被保険者数（４月から３月までの全被保険者数の
平均）による。 

※ 2018 年度の収納率目標は滞納繰越分を除く一般被保険者の現年分とし、2019 年度及び 2020 年度の
収納率目標は滞納繰越分を除く全被保険者の現年分とする。 

 

89.42

90.14

90.56

90.96

91.80

92.71

90.02

90.65 90.98
91.27

91.98

92.78

87

88

89

90

91

92

93

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

国保の保険料収納率の年次推移〈静岡県〉

収納率（一般被保険者・現年分） 収納率（全被保険者・現年分）

収
 
納
 
率

％

【出典】　静岡県「国民健康保険事業状況」
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２ 収納対策の取組 

 （現状等） 

  収納率の向上を目的として、県は静岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」

という。)とともに、収納率向上対策研修会を開催し、国保連広報事務委員会（県、市

町、国保連で構成）で市町の意見を聴き、納付啓発ポスターを作成している。 

 

 （取 組） 

  県は、国保連とともに引き続き収納率向上対策研修会を開催するとともに、国保連

広報事務委員会にて、納付啓発ポスターの作成など収納率向上のための啓発について

協議・実施する。また、県は、収納率目標を達成していない市町に対し、書面又は実

地による検査を行い、必要な指導助言を行うとともに、滞納繰越分の収納率の向上に

ついても指導助言を行う。 

  市町は、口座振替の促進、コンビニ収納や休日、夜間の納付相談、短期被保険者証・

被保険者資格証明書の活用、資力のある滞納者への滞納処分の実施など収納率の向上

に資する取組を行う。また、納付相談体制の充実や住民への相談窓口の周知を行う。 

  なお、収納率目標を達成していない市町は、目標未達成の原因を分析し、必要な取

組を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2015 年度） 目標（2020 年度） 

規模別収納率目標達成市町 26/35 35/35 
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第５章 保険給付の適正な実施 

 

 被保険者が保険医療機関等を受診した場合などになされる保険給付は、国保事業の基

本事業であり、法令に基づき事務が行われている。本章では、法令に基づき確実に実務

を行うための取組や広域的な対応により効率化するための取組などを定める。 

 

１ 療養費の支給の適正化 

 （現状等） 

 療養費については、支給決定に際し、判断が困難な場合があることから、本県では、

療養費の支給の適正化のため、2013（平成 25）年度から順次、手引きを作成している。 

 

 （取 組） 

 県は、「柔道整復師の施術の療養費の手引き」「はり・きゅう、あん摩・マッサージ・

指圧師の施術に係る療養費の手引き」「海外療養費の手引き」を改定し、「治療用装具」

「移送費」「生血代」の手引きを策定する。また、これらの手引きに基づく療養費の

支給についての指導、助言を行う。 

 市町は、手引きを活用し、事務の標準化を図るとともに、支給適正化に向けた取組

を進める。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2017 年度） 目標（2020 年度） 

手引きの作成数 

３ 
｢柔道整復師の施術の療養費の手引き｣｢は

り・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧師

の施術に係る療養費の手引き｣｢海外療養費

の手引き｣ 

６ 
（作成予定） 

「治療用装具」「移送費」「生血代」の手引き 

 

２ 診療報酬明細書（レセプト）点検の充実強化 

 （現状等） 

市町が行う診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）点検について、資格点検

は全市町が国保連に委託し実施している。一方で、内容点検は、国保連への委託又は

レセプト点検員の直接雇用により実施している。 

県は、資格点検については、市町に対する実地検査により実施状況を確認し、内容

点検については、レセプト点検研修会を通じた市町への指導・助言や、レセプト点検

員の直接雇用により実施している市町に対して医療給付専門員による巡回指導を行

っている。 
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資格点検 内容点検 
レセプト点検の 

実施状況 

（2016 年度） 

国保連委託 35 市町 
＊国保連は各市町に「診
療報酬明細書資格確認
結果表」を提供 

・国保連委託         19 市町 

・レセプト点検員の直接雇用  13 市町 

・国保連委託及びレセプト点検員の直接雇用  ３市町 

医療給付専門員に

よる巡回指導 

（2016 年度） 

16 市町（レセプト点検員の直接雇用で実施している市町） 

 

 （取 組） 

県は、資格点検について、引き続き、市町が適正かつ効率的に行うよう指導する。

また、内容点検について、市町の点検項目を統一するため、標準点検の項目リストを

作成し、点検の充実強化を支援する。 

市町は、資格点検について、引き続き、適正かつ効率的に実施する。また、内容点

検について、県の作成する標準点検の項目リストに基づき、精度の高い点検を実施す

る。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標（2020 年度） 

標準点検の項目リストに基づき点検を行う市町 

（レセプト点検員直接雇用又は外部委託による点検） 
－ 

35 市町 

（全市町） 

 

３ 第三者行為求償事務の強化に資する取組 

 （現状等） 

 交通事故や犬咬みなどの第三者の不法行為によって生じる第三者行為求償事務の

対象となる事案について、市町は被保険者からの届出により把握している。しかし、

被保険者は交通事故等による受傷であっても届出しないことがある。2016（平成 28）

年４月、県内の全市町は、第三者行為の事案把握のため、交通事故に係る損保関係団

体との覚書を締結した。また、県では、2016（平成 28）年度、消防長会に対し、市

町への救急搬送記録の提供を依頼している。 

  なお、全市町において、交通事故のみについて保険会社等に対する損害賠償請求

を国保連に委託している。 

 

 （取 組） 

県は、各市町の数値目標や取組事例を収集し、市町との情報共有を図る。また、

対象となる事案の情報を有する機関に対し、市町への提供を依頼するなどにより、

市町が行う求償事務の取組を支援する。 

市町は、早期にかつ的確に第三者行為の事案を把握した上で、個別の求償事務に



 

 
第５章 保険給付の適正な実施 

19 

取り組む。 

国保連は、実施体制を検証しつつ、現在求償事務を受託している案件以外の案件

についても受託できる体制を整えるとともに、県と協力して研修会を実施するなど、

市町への支援を強化する。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標(2020 年度) 

必須指標（※）の目標数値を達成した

市町数 
3/35 18/35（半数以上） 

※①被害届の自主的な提出率、②被害届受理日までの平均日数 についての年度ごとの目標 

 

４ 高額療養費の多数回該当の取扱い 

 （現状等） 

2017（平成29）年度までは、他市町村に転居した場合、転居前の高額療養費の多数

回該当に係る該当回数は、転居後に通算されなかったが、2018（平成30）年度以降、

県内で住所の異動があり、かつ、世帯の継続性が保たれている場合は、多数回該当に

係る該当回数について、前住所地から通算することとなる。 

 

 （取 組） 

  判定基準は、国の示す基準とする。 

県は、判定基準によっても判断が困難な事例についての市町の判断結果を県内市町

で共有するための周知を行い、県内統一の取扱いとなるよう努める。 

市町は、判定基準に基づく判定を行い、判定基準によっても判断が困難な事例につ

いては、県と協議した上で取扱いを判断する。 

  国保連は、市町からの委託を受けて、「国保情報集約システム」により、市町にお

ける資格管理情報や高額療養費の該当情報等を県単位で集約・管理を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標（2020 年度） 

判定基準に従った運用を行う市町 ― 35／35 
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５ 県による保険給付の点検 

 （現状等） 

 市町は、保険給付の主体として点検を行っており、県は、保険者ではないため保険

給付の点検等を行うことができない。 

 

 （取 組） 

県は、2018（平成 30）年度以降、国保法第 75 条の３から６までの規定に基づき、

市町が行った保険給付の点検等を行うことが可能となるため、国が進める事務処理シ

ステムの開発状況を踏まえ、環境が整い次第、広域的又は医療に関する専門的見地か

ら、市町が行った保険給付の点検を行う。 

市町は、保険給付の主体として点検を引き続き行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 
目標（国による事務処

理システムの開発後） 

県による保険給付の点検実施市町 ― 35／35 

 

６ 不正請求に係る費用の返還を求める取組 

 （現状等） 

 保険医療機関等による不正が発覚した場合、各市町は、当該保険医療機関等に対し、

自ら診療報酬の不正請求に係る費用返還を求めている。 

 

 （取 組） 

県は、国保法第 65 条第４項に基づき、市町の委託を受けて、不正請求に係る費用返

還を求めることが可能となるため、受託による回収を行う体制を整える。 
 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標（2018 年度） 

県委託が可能な市町 ― 35／35 
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第６章 医療に要する費用の適正化の取組 

 

 国保財政の安定的な運営を図るため、本章では、「支出面」の中心である医療費につ

いて、適正化の取組を定める。また、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率

の向上や糖尿病性腎症重症化予防の取組などにより県民の健康寿命の延伸に努める。 

 

１ 医療費通知の実施、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及促進 

 （現状等） 

医療費通知については、県内全市町が実施し、うち21市町は年間12か月を対象期間

としており、14市町は６か月としている。 

後発医薬品については、７市において後発医薬品使用状況を年齢別等に類型化し、

把握した上で、事業目標を立て、使用促進の取組を行っている。 

 

 （取 組） 

  県は、医療費通知が市町において統一的に行われるよう実施方法等を通知する。ま

た、後発医薬品の普及に向け、市町による取組を促進する。 

  市町は、医療費通知の全月網羅での実施及び後発医薬品の差額通知やパンフレット

配布などを行い、健康や医療に関する情報提供を充実する。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標（2020 年度） 

年間 12 か月を対象とした医療費通知実施市町数 21/35 35/35 

後発医薬品使用促進の取組について、使用状況を年齢別等

に類型化し、把握した上で事業目標を立てている市町数 
7/35 35/35 

 

２ 特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率の向上 

（現状等） 

  メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少を図るため、2008（平成 20）年

度から特定健康診査・特定保健指導を実施している。 

 

 （取 組） 

  県及び国保連は、各種広報媒体を活用して制度周知のための啓発活動や、受診率及

び実施率の向上のための研修会を開催するなどして、市町による取組を促進する。ま

た、県は、特定健康診査に関するデータを市町別に分析して、県民に分かりやすく周

知する。 

  市町は、未受診者への受診勧奨、がん検診との同時実施、歯周疾患検診等との連携、
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受診者への分かりやすい情報提供等の受診率及び実施率の向上を図る取組を推進する。 

  また、県及び市町は、たばこの健康への影響についての正しい知識の普及やたばこ

をやめたい人に対して治療方法等の情報を提供する等の喫煙者を減らす取組を進める。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2015 年度法定報告値） 目標（2023 年度） 

特定健康診査実施率 37.6％ 

特定保健指導実施率 30.7％ 

静岡県医療費適正化計画の

市町国保の目標値 

 

３ 重複服薬者等に対する取組 

（１）重複服薬者・重複受診者に対するアプローチ 

（現状等） 

  重複服薬者・重複受診者に対する訪問指導に係る取組状況は市町によって異なる。 

＜重複受診者に対する訪問指導（2016年度）＞ 

選定有、訪問有 選定有、訪問無 選定無、訪問無 

24市町 １市町 10市町 

 

 （取 組） 

  県は、他市町の優れた取組に関する情報を提供するなどして市町による取組を促進

する。 

  市町は、各々の事情を考慮して対象者を選定し、かかりつけ医と連携して、アプロ

ーチを行う。 

  国保連は、被保険者の健康状況や生活状況などを確認する必要性が極めて高い重複

服薬者・重複受診者のリストを作成し、市町に提供する。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標（2020 年度） 

国保連提供リストを基に訪問指導等の

アプローチを行う市町の数 
― 35／35 

 

（２）薬剤使用の適正化に係る取組 

（現状等） 

  2016（平成 28）年度の調剤報酬改定で、「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬

剤師包括管理料」が新設された。薬剤使用の適正化のため、「かかりつけ薬剤師」によ

る服薬情報の一元的・継続的把握等が可能となるよう環境整備を進める必要がある。 
 ※ 2016（平成 28）年度診療報酬改定で、かかりつけ薬剤師指導料（70点）、「かかりつけ薬剤師

包括管理料」（270 点）が算定可能となった。 
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 （取 組） 

 県は、新規指定保険薬局・保険薬剤師を対象とした集団指導（東海北陸厚生局静岡

事務所と共同実施）等において、「かかりつけ薬剤師・薬局」に対する評価を含む調剤

報酬制度の説明を行い、周知を図る。また、県民に対し、「かかりつけ薬剤師・薬局」

の活用について広報する。 

 市町は、被保険者に対する「お薬手帳の活用」の呼びかけ、薬剤使用の適正化に関

する情報提供の充実などにより、かかりつけ薬剤師等による服薬情報の一元的・継続

的把握等の取組を支援する。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2017 年度） 目標（2020 年度） 

かかりつけ薬剤師等による服薬情報の一元

的・継続的把握等の取組を支援する市町数 
７/35 35/35 

 

４ 糖尿病性腎症重症化予防の取組 

 （現状等） 

  「糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策定について（平成 28 年４月 20 日付け保

発 0420 第４号厚生労働省保険局長通知）」が発出され、2016（平成 28）年度には、

静岡県糖尿病等重症化予防対策検討会を開催し、2017（平成 29）年度には県版糖尿

病性腎症重症化予防プログラムの策定を予定している。 

  本県では、23 市町が糖尿病性腎症重症化予防事業に取り組んでいる（2016（平成

28）年度）。 

 

 （取 組） 

  県は、市町による取組の実施状況を把握するとともに、糖尿病性腎症重症化予防事

業を効果的に推進できる人材を養成するなど、必要な支援を行う等により、市町が行

う県版予防プログラムに沿った取組を促進する。 

  市町は、糖尿病性腎症重症化予防プログラムに沿った取組を進める。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状(2016 年度) 目標(2020 年度) 

県版予防プログラムに沿った取組をする市町 － 35／35 

 

５ 保健事業の実施計画（データヘルス計画）の活用 

（現状等） 

 「日本再興戦略（2013（平成 25）年６月 14 日閣議決定）」を踏まえ、2014（平成 26）

年３月、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」が改正され、各市
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町は、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計

画として「データヘルス計画」を策定した上で、保健事業の実施、評価及び見直しを

行うこととされた。 

 

（取 組） 

 県及び国保連は、市町が行うデータヘルス計画のＰＤＣＡサイクルに沿った事業運

営について、国保連が設置する保健事業支援・評価委員会の活用などにより、必要な

助言を行い、広域的な調整や支援に努める。 

 市町は、毎年度、計画の目的、目標の達成状況を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルに沿っ

て事業運営を行い、計画年度終了後は次期以降も策定し、保健事業の実施及び評価を

行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標 

データヘルス計画策定市町 33／35 35／35（2018 年度） 

第三者から評価を受けＰＤＣＡサイクル

に沿って事業運営を行う市町数 
― 35／35（2020 年度） 

 

６ 保健事業の先進的事例の横展開 

 （現状等） 

先進的な事例について、次のとおり事例発表などを行っている。 

行 事 名 開催時期 内  容 

特定健診・特定保健指導実践者育成研修会（計画・評価編） 

（県と保険者協議会の共催） 
毎年６月頃 事例発表等 

保健事業研修会（国保連主催） 毎年６月頃 保健事業事例紹介等 

保健事業情報交換会（国保連主催） 毎年８月頃 事例紹介等 

 

 （取 組） 

県及び国保連は、特定健診・特定保健指導実践者育成研修会、保健事業研修会など

の各種研修会を開催し、先進的事例等の情報提供に努める。 

また、県は、市町の国保部門と保健部門の間で連携が取れるよう、両部門での情報

共有を促す。 

  市町は、研修会等に積極的に参加し、先進的事例を参考にして保健事業を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標（2020 年度） 

各種会議・研修に参加する市町 ― 35／35 
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第７章 国保事業の広域的及び効率的な運営 

 

 市町が行う事務には、国保連への委託などにより共同で事務を実施することや県が基

準等を示すことにより、経費の削減や事務処理の迅速化が図られるものがある。本章で

は、広域的及び効率的な国保事業の運営をするための取組を定める。 

 

１ 被保険者証及び高齢受給者証の一体化 

 （現状等） 

  被保険者証については、全市町で更新時期や背景色、サイズ（カード化）が統一さ

れている。一方、高齢受給者証については、このような取扱いはされていない。 

種類 更新時期 背景色 カード化 

被保険者証 10 月 １年ごとに、うぐいす色、クリーム色、藤色の順に変更 35 市町 

高齢受給者証 ８月 ― ０市町 

 

 （取 組） 

 県は、被保険者や保険医療機関等の利便性の向上のため、被保険者証及び高齢受給

者証の一体化に向けて、国が推進するマイナンバーを活用したオンライン資格確認の

仕組みと整合する取組の方向性を示す。 

 市町は、県の示す取組の方向性に留意して必要なシステム変更、体制整備等の準備

を進める。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標(2020 年度) 

被保険者証、高齢受給者証を一体化した

市町数 
なし 18/35（半数以上） 
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２ 保険料の減免基準の標準化 

 （現状等） 

  保険料の減免については、国保法第 77 条、地方税法 717 条（天災その他特別な事

情がある場合、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、その他特別な事情のあ

る者に限り減免）において、条例の定めるところにより市町村長が行うとされており、

市町ごとにその取扱いが異なっている。 

＜減免に係る県内市町の状況（2016 年度）＞           （単位：市町） 

減 免 事 由   

 

 

区 分 
災害 病気 失業 収入減 低所得 

うち生保基準 
特別事情 

保険料 3 3 3 1 3 1 1 

保険税 32 24 23 3 28 3 25 

合計 35 27 26 4 31 4 26 

 

 （取 組） 

  県は、市町の事情に配慮しつつ、基本的な考え方を整理して市町に提示する。 

 市町は、被保険者の実態に応じたきめ細かな対応が必要であるため、県が提示した

基本的な考え方を参考に、必要に応じてそれぞれの地域事情を踏まえた基準の設定及

び運用を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標（2020 年度） 

県が提示した基本的な考え方を参考として 

減免基準を設けている市町数 
― 35/35 
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３ 一部負担金の減免基準の標準化 

 （現状等） 

  「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについ

ての一部改正について（平成 22 年９月 13 日付け厚生労働省保険局長通知）」による

厚生労働省の基準を受け、県として「一部負担金の減免及び徴収猶予基準（標準）（平

成 23 年３月 30 日付け県国民健康保険課長通知）」（以下「県標準」という。）を通知

した。（2017（平成 29）年１月、県標準改正） 

  県内全市町において、減免に関する基準を定めているが、独自に要件を設定してい

る市町もある。 

 

 ＜県内市町の状況（2017 年度）＞ 

 

国基準より広い（再掲） 要件 

区分 

国基準を 

満たす 収入基準 

拡大 

預金金額 

基準拡大 

通院を 

対象 

減免期間 

拡大 

国基準 

より狭い 

市町数 17 ７ ４ ６ １ 18 

※2017 年 11 月時点 

 

 （取 組） 

  県は、引き続き厚生労働省の基準等を踏まえ、県標準を改定し市町に通知する。 

  市町は、被保険者の実態に応じたきめ細かな対応が必要であるため、それぞれの地

域事情を踏まえた減免基準（県標準を満たすもの）の設定及び運用を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状(2017 年度) 目標(2020 年度) 

県標準を満たす減免基準を設けている市町数 17/35 35/35 
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４ 保険者共同処理事務の推進 

 （現状等） 

  市町は、次の保険者共同処理事務等をそれぞれの実情に応じ、個別に国保連へ委託

をしている。 

＜国保連における保険者共同処理事務等一覧＞ 

通知等の 

作成 

被保険者台帳、高額療養費の申請勧奨通知、療養費支給決

定帳票、高額療養費支給・決定帳票、高額療養費通知、医

療費通知、後発医薬品差額通知書、後発医薬品調剤実績・

削減効果実績、特定健診受診券、特定保健指導利用券 

計算処理 
高額療養費支給額計算処理、高額介護合算療養費支給額計

算処理、退職被保険者の適正化電算処理 

統計資料 
医療費分析システムを活用した疾病統計等、事業月報・年

報による各種統計資料、重複・頻回受診者リスト 

保険者事務

の共同実施 

資格・給付 
被保険者台帳の作成、資格異動処理、診療報酬明細書の資

格確認、給付記録管理業務 

医療費適正化の共同実施 

点数表改定説明会の開催、レセプト二次点検及び再審査申

出事務、第三者行為求償事務、第三者行為疑いレセプトの

抽出・調査及び書類作成、医療費分析システムを用いた医

療費分析、柔整療養費適正化支援 

収納対策の共同実施 「国民健康保険料（税）収納率向上対策研修会」の開催 

保健事業の共同実施 
特定健診・特定保健指導等に係る各種研修会や意見交換会

の開催、特定保健指導の共通プログラムの作成 

特定健診・特定保健指導

データ管理、共同処理 
費用決済処理、データ管理及び法定報告 

広報事業 

資格喪失時の届出勧奨（ポスター、チラシの作成）、特定健診受

診促進（テレビＣＭ、ラジオＣＭ、ポスター、啓発グッズ）、国保料納付啓発

（新聞広告、ポスター）、第三者行為届出勧奨（ポスター） 

 

 （取 組） 

  県は、市町及び国保連と協議、調整を行い、共同処理による事務の効率化を促進す

る。 

  市町は、国保連の保険者共同処理事務等を活用し、事務の効率化に努める。 

  国保連は、全市町から受託することにより効率的となる業務又は統一化を進める必

要のある事務処理について、市町が委託しやすい体制を整える。 

 

 （目 標） 

  国保連における保険者共同処理事務の市町からの受託数の増加
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第８章 保健医療サービスに関する施策等との連携 

 

 地域の自主性や主体性に基づき、地域包括ケアシステムを構築するため、国保部門と

保健医療サービスに関する施策等との連携を進める。本章では、健康・医療情報を活用

した地域ごとの健康課題の把握や被保険者の健康づくりに向けた取組、地域包括ケアシ

ステムの推進などを定める。 

 

１ しずおか茶っとシステム、国保データベース（ＫＤＢ）システムを活用した健康課

題の把握 

 （現状等） 

  医療費分析システムとして、「国保データベース（ＫＤＢ）システム」や分析デー

タを即座に可視化できる「しずおか茶っとシステム」があり、市町は地域ごとの健康

課題などの把握が可能である。 

 

 （取 組） 

  県は、実地検査や医療費分析システムにより、市町の健康課題の把握に係る取組の

状況を確認し、必要な助言を行う。 

  国保連は、医療費分析システムの操作方法、分析方法等の支援を行う。 

  市町は、経年データの比較分析等が容易にできる医療費分析システムの特徴を活か

し、国保部門と保健部門が協力して各地域の健康課題等の把握、分析を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（2016 年度） 目標（2020 年度） 

システムを活用して健康課題の把握を行う

市町数 
31／35 35／35 

 

 ※ 国保データベース（ＫＤＢ）システム【国民健康保険中央会運営】･･･国及び同

規模保険者と比較できる73帳票が収載され、生活習慣病では、個人単位で治療の状

況や疾病の重なり等の確認が可能。（2015（平成27）年３月稼動） 

 ※ しずおか茶っとシステム【国保連運営】…医療費諸率や疾病統計などの、経年推

移や県内保険者との比較を可視化でき、医療費分析のための統計資料や保健指導等

に必要な資料を簡単に作成することができる。また、特定保健指導実施者等のデー

タの推移など、保健事業の評価を行うことも可能。（2012（平成24）年３月稼動） 
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２ 被保険者の健康づくりに向けたインセンティブの提供 

（現状等） 

本県では、日々の運動や食事、休養などの目標を達成できた場合や、健康診断の

受診、健康講座やスポーツ教室等に参加した場合にポイントを付与し、一定のポイ

ントを達成した人には、「ふじのくに健康いきいきカード」を発行し、「ふじのくに

健康いきいきカード協力店」でサービスが受けられる「ふじのくに健康マイレージ」

事業を推進している。 

  ※2017（平成 29）年７月末時点のカード発行枚数は 36,636 枚、協力店舗数 941 店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取 組） 

 県は、参加者や協力店の増加に努め、市町への情報提供等を行うことにより、市町

が行う「ふじのくに健康マイレージ」などの事業の取組を促進する。 

 市町は、広報活動等により、「ふじのくに健康マイレージ」などの参加者や協力店

の増加に取り組むとともに、効果検証を行い事業の改善に努める。 

 

（目 標） 

評価指標 現状（2017 年度） 目標（2020 年度） 

ふじのくに健康マイレージなどの 

インセンティブの提供を行う市町 
27／35 

35／35 

（検討中） 

  ※ふじのくに健康増進計画の目標値と整合 
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３ 地域包括ケアシステムの推進 

（現状等） 

 地域包括ケアシステム（以下「地域包括ケア」という。）は、県や市町が地域の自

主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要とされており、

市町では、地域包括ケアの推進に関する会議などに国保部局が参画するなどの取組が

行われている。 

 

（取 組） 

  県は、情報提供や保険者努力支援制度の活用などにより、市町が行う地域包括ケア

の取組を促進する。また、市町のＰＤＣＡサイクルの実施に当たり、事業実施(Do)を

十分に把握し、人材育成・人材確保、広域調整などによる支援を行う。 

  市町は、地域包括ケアの推進のため、次のような取組を進める。 

  ・地域包括ケアの構築に向けた医療、介護、保健、福祉、住まいなど部局横断的な

議論の場への国保部局の参画（庁内での連携） 

  ・地域包括ケアに資する地域のネットワークへの国保部局の参画又は個々の国保被

保険者に対する保健活動・保健事業の実施状況について、地域の医療・介護・保

健・福祉サービス関係者との情報共有の仕組みづくり（外部組織との連携） 

  ・しずおか茶っとシステム、国保データベース（ＫＤＢ）システムなどにより、レ

セプトデータを活用した健康事業・介護予防・生活支援の対象となる被保険者の

抽出 

  ・国保被保険者を含む高齢者などの居場所・拠点、コミュニティ、生きがい、自立、

健康づくりにつながる住民主体の地域活動の国保部局としての支援の実施 

  ・国保直営診療施設、公立病院などと連携した地域包括ケアの推進に向けた取組の

実施 

  ・後期高齢者医療制度又は介護保険制度と連携した保健事業の実施 

 

（目 標） 

評価指標 
現状（2016 年度） 
※保険者努力支援制度 
 前倒し分の状況 

目標（2020 年度） 

保険者努力支援制度における「地域包括ケ

アの推進の取組」の評価で加点がある市町 
19／35 35／35 
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第９章 関係市町相互間の連絡調整等 

 

 本章では、県と市町の協議を継続して行うことやＰＤＣＡサイクルの実施など、運営

方針に基づく施策実施に必要な事項を定める。 

 

１ 静岡県国保運営方針連携会議の開催 

 国保事業を健全に運営するに当たり、県、市町、国保連その他関係者の連携を図る

ため、県と市町の協議の場として、静岡県国保運営方針連携会議（2016（平成 28）年

３月２日設置）を引き続き開催し、同会議における意見等を反映した事項を静岡県国

民健康保険運営協議会（以下「県国保運営協議会」という。）に諮ることとする。 

 

２ 運営方針の見直し 

 運営方針については、３年ごと検証し、見直しを行う。ただし、対象期間中であっ

ても、必要があるときは見直しを行う。 

 

３ ＰＤＣＡサイクルの実施 

  県と市町は、運営方針により取組、目標を設定し、国保事業の安定的な財政運営や

市町の担う事業の運営方針に沿った取組を実施する。 

  市町は、国保事業の実施に当たって、広域的・効率的な運営に向け、運営方針に掲

げる事項について取組状況を県に報告する。 

  県は、定期的（毎年度）に取組状況を把握し、県国保運営協議会に評価についての

意見を聴いた上で、評価を実施する。また、市町に対して随時、指導・助言を行う。 

  さらに、県と市町は、目標を達成していない項目については、評価に基づき、課題

の抽出と分析、改善策の検討を行い、取組を強化する。また、必要に応じて、目標を

達成した項目を含め、実施目標の見直しを行う。 

行動者 
区 分 内 容 

県 市町 

Ｐlan（計画） 

   ↓ 
運営方針により実施目標を設定 ○ ○ 

Ｄo（実施） 

   ↓ 
運営方針に基づいた実施 ○ ○ 

取組状況を評価し県へ報告 ― ○ Ｃheck（評価） 

   ↓ 県国保運営協議会の意見聴取、目標の取組状況評価 ○ ― 

課題の抽出と分析、改善策の検討、取組強化 ○ ○ 

市町の実施状況に対する指導・助言（国保法第４条第２項） ○ ― 

 

Ａction（改善） 

実施目標の見直し ○ ○ 
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４ 広報、啓発 

  国保に加入している方々（被保険者）に対して、予防や健康づくりなどにより自身

の健康の維持に努めること、保険料を確実に納めること、医療機関への適正な受診を

心掛けることなどを意識していただくことは、国保財政の安定化につながり重要であ

る。 

  そこで、県、市町及び国保連は、連携を取りながら、被保険者への広報、啓発活動

を実施する。特に若年層の被保険者に対し、国保制度の周知をはじめ、十分な理解を

得るよう努める。また、現状の保険制度では、ほとんどの県民がいずれは国保の被保

険者になることから、被保険者以外の県民に対する広報、啓発活動も行うこととする。 

 

５ 他の医療保険者、関係団体等との連携 

  運営方針の実施に当たっては、他の医療保険者、関係団体等との連携を図る。 

 

６ 他計画との関係 

  運営方針の実施又は見直しに当たっては、静岡県医療費適正化計画、静岡県保健医

療計画、ふじのくに健康増進計画などの関連する計画と整合性を図る。 

 

７ 保険者努力支援制度の活用 

県及び市町の保健事業等の取組へのインセンティブを高めるため、保険者努力支援

制度が創設された。運営方針に掲げた取組については、同制度の評価指標として示さ

れたものが多く含まれており、同制度を活用してこれらの取組を促進する。 
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用語解説 

 

 

 

○ 赤字繰入れ（Ｐ９） 

  国保特別会計において、保険料及び公費等の収入分だけでは保険給付費等の支出分

を賄えない場合に、不足分を一般会計から国保特別会計へ繰り入れることである。 

  国保特別会計における解消・削減すべき赤字は、決算補填等目的の「法定外一般会

計繰入額」と「繰上充用金の増加額」の合算額である。（繰上充用とは、会計年度経

過後その会計年度の歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げてその会

計年度の歳入に充てること。） 

 

○ インセンティブ（Ｐ30） 

やる気を引き出す誘因のことである。 

 

○ 応能割合（Ｐ11） 

国保の保険料算定に用いる応能割合とは、所得、資産などの被保険者の負担能力に

応じて負担する部分のことである。 

国保の保険料の応能割合は所得割（さ行参照）及び資産割（さ行参照）である。 

 

○ 応益割合（Ｐ11） 

国保の保険料算定に用いる応益割合とは、一世帯当たりに課せられる一定額又は被

保険者一人当たりに課せられる一定額である。 

国保の保険料の応益割合は被保険者均等割（は行参照）及び世帯別平等割（さ行参

照）である。 

 

○ お薬手帳（Ｐ23） 

保険医療機関又は保険薬局で処方された医療用の薬の名称、服用(使用)量、服用(使

用)回数等を記録するための手帳のことである。 

地域によって名称が異なる場合がある。 

 

 

 

○ 海外療養費（Ｐ17） 

被保険者が海外渡航中の傷病により、海外の医療機関等で治療を受けて医療費を支

払った場合、申請により審査を経て支給される療養費のことである。 

支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限定さ

あ行 

か行 
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れる。 

 

○ 介護納付金（Ｐ11） 

被保険者が納める保険料のうち、介護保険制度の保険給付に充てるための納付金と

して徴収されている部分である。被保険者のうち、介護保険第２号被保険者(40 歳以

上 65 歳未満)が納付の義務を負う。 

 

○ 均等割（Ｐ11） 

  →「被保険者均等割 (は行参照)」 

 

○ 後期高齢者医療制度（Ｐ31）  

75 歳以上の方又は 65 歳以上 74 歳以下で一定の障害があったり、寝たきりとなって

いる方を対象とする独立した医療保険制度のことである。 

保険者は各都道府県に設置される後期高齢者医療広域連合である。 

 

○ 後期高齢者支援金（Ｐ11） 

後期高齢者医療制度の被保険者への保険給付費分を賄うために、国保等の各医療保

険の保険者が被保険者から徴収した保険料の一部を、社会保険診療報酬支払基金に納

める納付金のことである。 

社会保険診療報酬支払基金は、各保険者から納められた支援金を後期高齢者医療広

域連合に後期高齢者交付金として交付する。 

 

○ 高額医療費（Ｐ12） 

  診療報酬請求書 (レセプト)１件当たりの総医療費のうち、80 万円を超えた部分に

相当する医療費のことである。 

 

○ 高額療養費（Ｐ19） 

被保険者が保険医療機関等で支払った一部負担金のうち、自己負担限度額を超えた

部分を保険者が後日支給する保険給付のことである。給付には被保険者からの申請が

必要である。 

 

○ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）（Ｐ21） 

先発医薬品の特許期間終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等である

ものとして、厚生労働大臣が製造販売を承認した医薬品のことである。 

一般的に研究開発費用等が抑えられることから、先発医薬品よりも薬価が安くなっ

ている。
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○ 国保事業費納付金（Ｐ９） 

都道府県の国保特別会計において負担する国保保険給付費等交付金の交付に要す

る費用その他の国保事業に要する費用に充てるため、市町村が都道府県に納める納付

金のことである。 

国保保険給付費等交付金とは、市町村の国保特別会計において負担する療養の給付

等に要する費用その他の国保事業に要する費用に充てるため、都道府県が市町村に交

付する交付金のことである。 

 

○ 国保情報集約システム（Ｐ19） 

被保険者の資格情報及び給付情報を都道府県単位で管理し、市町村と情報連携させ

るシステムのことである。 

 

○ 国保特別会計（Ｐ９） 

  国保事業の経理を行う会計のことであり、一般会計と区別されている。 

2017（平成 29）年度までは市町村にのみ国保特別会計が設置されていたが、2018

（平成 30）年度からは、都道府県と市町村がともに国保の運営を担うため、都道府県

にも国保特別会計が設置される。 

 

 

 

 

○ 資産割（Ｐ13） 

一世帯当たりの固定資産税等に応じて算出する保険料のことである。 

 

○ 所得割（Ｐ11） 

  一世帯当たりの国保の被保険者の前年の総所得金額等に応じて算定される保険料

のことである。 

 

○ 診療報酬明細書(レセプト) （Ｐ17） 

診療内容の明細を示したものである。保険医療機関等が患者ごとの各月の診療内容

と診療行為に要した費用を記入するものである。 

 

○ 世帯別平等割（Ｐ11） 

  一世帯当たりに課せられる保険料のことである。 

 

 

 

さ行 
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○ 第三者行為求償（Ｐ18） 

交通事故等の加害者である第三者の不法行為によって生じた保険給付について、保

険者が立て替えた医療費等を加害者に対して損害賠償請求することである。 

 

○ 退職被保険者（Ｐ28） 

満 65 歳未満の老齢厚生年金又は退職共済年金受給者で、厚生年金又は共済年金の

加入期間が 20 年以上又は 40 歳以降の加入期間が 10 年以上ある年金受給者のことで

ある。 

2015（平成 27）年 3 月末で退職者医療制度が廃止されたため、2014（平成 26）年

度以前からの国保の加入者で年金受給権が発生している人が対象となる。 

 

○ 地域包括ケアシステム（Ｐ29） 

団塊世代が 75 歳以上となる 2025（平成 37）年を目途に、重度な要介護状態となっ

ても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、住ま

い・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するシステムのことである。 

 

○ 地方単独事業の減額調整（Ｐ12） 

市町村が医療費助成事業等の地方単独事業を現物給付方式で行っている場合に、国

庫負担金を減額することである。 

こども医療費助成などの地方単独事業により、被保険者が保険医療機関等で支払う

一部負担金が法定割合より軽減されると、結果的に保険者が負担する医療費が増加す

ると考えられている。この増加分については保険者が負担すべきものとして、国庫負

担分が減額される。 

 

○ データヘルス計画（Ｐ23） 

診療報酬明細書 (レセプト)、健康診査情報等のデータ分析に基づく、効率的かつ

効果的な保健事業を PDCA サイクルで実施するための事業計画のことである。 

データヘルス計画では、Plan(計画)においてデータ分析に基づく事業の立案を行い、

Do(実行)において保健事業を実施し、Check(評価)においてデータ分析に基づく効果

測定及び評価を行い、Action(改善)において評価結果に基づき事業内容を見直し、次

の Plan(計画)に活かしていく。 

た行 
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○ 特定健康診査（特定健診）（Ｐ21） 

保険者が 40歳以上 74歳以下の被保険者及び被扶養者に対して実施することとされ

ている、内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病に関する健康診査のことである。 

 

○ 特定保健指導（Ｐ21） 

特定健康診査の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して保険者が実施する

こととされている、生活習慣の改善のための保健指導のことである。 

 

○ 都道府県繰入金（Ｐ12） 

  国保法第 72 条の２第 1 項の規定により、保険給付費等の 100 分の９に相当する額

を都道府県の国保特別会計の財源として都道府県の一般会計から繰り入れる公費の

ことである。 

 

 

 

○ 被保険者（Ｐ１） 

  保険給付の利益を受ける一方、他方で保険料の納付義務を負う者のことである。 

 

○ 被保険者均等割（Ｐ11） 

  一世帯当たりの国保の被保険者の人数に応じて算定される保険料のことである。 

 

○ 標準保険料率（Ｐ11） 

  都道府県が毎年度、厚生労働省令で定めるところにより算定した市町村ごとの保険

料率の標準的な水準及び都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表

す数値のことである。 

 

○ 平等割（Ｐ11） 

 →「世帯別平等割 (さ行参照)」 

 

○ 賦課限度額（Ｐ12） 

被保険者に課せられる保険料の負担上限額のことである。 

 

○ 保険給付（Ｐ１） 

保険事故（疾病、負傷、出産又は死亡のこと）の発生により、保険者から支給され

る給付のことである。 

このうち、保険医療機関への受診によって診療を受ける場合は、療養の給付として

現物給付に分類される。他方、療養費等の現金で支給される給付は現金給付に分類さ

は行 
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れる。 

 

○ 保険者（Ｐ１） 

  保険事業の運営主体のことである。 

  国保の保険者は、市町村と国民健康保険組合であったが、2018（平成 30）年度から

は、市町村国保において、都道府県が市町村とともに保険者となる。 

なお、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織する団体であ

り、市町村が行う国保事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り、都道

府県知事の認可を受けて設立することができる。 

 

○ 保険料・保険税（Ｐ１） 

国保事業に必要な費用を賄うため、市町村保険者が被保険者の世帯主から徴収する

ものである。徴収方法には保険料と保険税がある。両者の賦課方法に大きく異なる点

はないが、徴収するための根拠法が前者は国保法であり、後者は地方税法である。 

 

 

 

○ 療養費（Ｐ17） 

被保険者が医療機関等を受診したときに一旦掛かった費用の全額を支払った上で、

後日被保険者からの申請により審査を経て保険者から支給される一部負担金相当分

を除いた費用のことである。 

 

ら行 
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参考資料 【データ編】 

表１ 被保険者数と世帯数（2017 年度） 

市町名 世帯数 被保険者数(人) 市町名 世帯数 被保険者数(人) 

静岡市 100,511 157,240 東伊豆町 2,636 4,177 

浜松市 106,224 172,811 河津町 1,454 2,387 

沼津市 31,313 48,877 南伊豆町 1,908 3,034 

熱海市 8,036 11,602 松崎町 1,405 2,312 

三島市 15,860 25,122 西伊豆町 1,687 2,615 

富士宮市 19,322 31,673 函南町 6,009 9,715 

伊東市 14,704 22,953 清水町 4,505 7,409 

島田市 13,371 21,814 長泉町 4,743 7,621 

富士市 35,390 57,486 小山町 2,521 4,008 

磐田市 23,281 38,682 吉田町 3,754 6,310 

焼津市 19,796 31,675 川根本町 1,178 1,863 

掛川市 15,372 25,808 森町 2,597 4,586 

藤枝市 20,250 32,855 伊豆市 5,742 9,240 

御殿場市 10,804 17,304 御前崎市 4,861 8,342 

袋井市 11,079 18,488 菊川市 6,270 10,797 

下田市 4,515 7,082 伊豆の国市 8,261 13,481 

裾野市 6,588 10,736 牧之原市 6,748 11,928 

湖西市 7,771 12,963 県 530,442 854,996 

【出典】 静岡県「国民健康保険事業状況」 

表２ 一人当たり所得（2017 年度） 

順位 市町名  金額（円） 順位 市町名  金額（円） 

１ 長泉町 959,116 19 静岡市 723,274 

２ 御前崎市 823,954 20 沼津市 721,807 

３ 御殿場市 810,592 21 菊川市 715,310 

４ 吉田町 804,438 22 藤枝市 698,092 

５ 清水町 803,156 23 富士宮市 693,145 

６ 三島市 802,087 24 伊豆の国市 692,995 

７ 湖西市 793,716 25 焼津市 691,814 

８ 小山町 788,962 26 島田市 651,500 

９ 掛川市 786,784 27 伊東市 651,105 

10 牧之原市 781,271 28 伊豆市 643,600 

11 熱海市 774,517 29 河津町 606,573 

12 浜松市 758,699 30 下田市 578,275 

13 函南町 756,385 31 東伊豆町 575,594 

14 袋井市 751,712 32 川根本町 556,245 

15 裾野市 750,672 33 松崎町 513,859 

16 森町 744,214 34 西伊豆町 494,288 

17 富士市 741,640 35 南伊豆町 487,914 

18 磐田市 736,405 県 732,850 
【出典】 厚生労働省「国民健康保険実態調査報告」 
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表３ 一人当たり医療費（2017 年度） 

順位 市町名 金額（円） 順位 市町名 金額（円） 

１ 伊東市 316,581 19 菊川市 352,453 

２ 清水町 321,878 20 島田市 354,243 

３ 御殿場市 328,409 21 浜松市 354,815 

４ 牧之原市 334,894 22 掛川市 354,879 

５ 湖西市 338,999 23 長泉町 355,244 

６ 袋井市 339,700 24 沼津市 355,820 

７ 富士宮市 341,228 25 川根本町 356,304 

８ 東伊豆町 343,826 26 静岡市 360,051 

９ 函南町 343,896 27 三島市 360,649 

10 森町 344,092 28 御前崎市 363,924 

11 裾野市 354,554 29 熱海町 368,545 

12 藤枝市 345,718 30 松崎町 368,675 

13 伊豆の国市 345,826 31 南伊豆町 368,880 

14 焼津市 347,320 32 小山町 370,620 

15 吉田町 347,622 33 伊豆市 376,130 

16 磐田市 348,840 34 西伊豆町 393,687 

17 富士市 348,850 35 河津町 424,825 

18 下田市 351,720 県 351,892 

【出典】 静岡県「国民健康保険事業状況」 

表４ 医療費指数（2015 年度～2017 年度の３か年平均） 

順位 市町名 医療費指数 順位 市町名 医療費指数 

１ 伊東市 0.819789 19 袋井市 0.925728 

２ 川根本町 0.821684 20 小山町 0.928304 

３ 東伊豆町 0.866267 21 清水町 0.934090 

４ 湖西市 0.879838 22 西伊豆町 0.937093 

５ 藤枝市 0.882841 23 熱海市 0.947180 

６ 島田市 0.888518 24 富士市 0.951588 

７ 下田市 0.894608 25 浜松市 0.952799 

８ 御殿場市 0.897412 26 三島市 0.953095 

９ 函南町 0.898350 27 富士宮市 0.955371 

10 裾野市 0.900637 28 静岡市 0.955776 

11 菊川市 0.905683 29 沼津市 0.956661 

12 牧之原市 0.906750 30 伊豆市 0.958054 

13 森町 0.909670 31 吉田町 0.964955 

14 掛川市 0.913054 32 御前崎市 0.966043 

15 松崎町 0.913788 33 長泉町 0.969145 

16 焼津市 0.914258 34 南伊豆町 0.973331 

17 伊豆の国市 0.916453 35 河津町 1.071991 

18 磐田市 0.916537 県 0.924210 
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表５ 一人当たり保険料（税）調定額（2017 年度） 

順位 市町名  金額（円） 順位 市町名  金額（円） 

１ 川根本町 71,863 19 富士宮市 100,621 

２ 西伊豆町 77,619 20 函南町 100,998 

３ 磐田市 87,802 21 東伊豆町 101,192 

４ 南伊豆町 89,480 22 伊豆の国市 102,158 

５ 伊東市 89,483 23 熱海市 102,238 

６ 松崎町 91,332 24 河津町 102,300 

７ 伊豆市 91,429 25 長泉町 102,713 

８ 藤枝市 93,089 26 小山町 105,640 

９ 下田市 93,156 27 清水町 106,021 

10 静岡市 94,830 28 富士市 106,163 

11 島田市 95,803 29 裾野市 106,176 

12 焼津市 96,541 30 沼津市 106,585 

13 森町 97,823 31 御前崎市 108,383 

14 三島市 98,458 32 牧之原市 112,685 

15 掛川市 98,852 33 浜松市 112,703 

16 湖西市 99,672 34 御殿場市 115,866 

17 菊川市 100,381 35 吉田町 118,139 

18 袋井市 100,588 県 101,657 

【出典】 静岡県「国民健康保険事業状況」 

表６ 一世帯当たり保険料（税）調定額（2017 年度） 

順位 市町名 金額（円） 順位 市町名 金額（円） 

１ 川根本町 114,663 19 湖西市 167,182 

２ 西伊豆町 122,361 20 掛川市 167,745 

３ 伊東市 140,845 21 沼津市 167,748 

４ 南伊豆町 143,911 22 伊豆の国市 168,652 

５ 下田市 147,335 23 袋井市 168,770 

６ 磐田市 147,372 24 河津町 170,338 

７ 伊豆市 148,284 25 小山町 171,975 

８ 熱海市 148,960 26 富士市 173,740 

９ 静岡市 149,722 27 菊川市 174,018 

10 松崎町 151,670 28 裾野市 174,526 

11 藤枝市 152,399 29 森町 174,710 

12 焼津市 156,506 30 清水町 176,648 

13 島田市 157,325 31 浜松市 185,097 

14 三島市 157,475 32 御殿場市 186,734 

15 東伊豆町 161,870 33 御前崎市 187,187 

16 函南町 165,617 34 吉田町 201,169 

17 長泉町 165,943 35 牧之原市 201,454 

18 富士宮市 166,285 県 165,348 

【出典】 静岡県「国民健康保険事業状況」 
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表７－１ 保険料（税）（医療給付費分）（2018 年度） 

応能割（％） 応益割（円） 
市町名 算定方式 

所得割 資産割 均等割 平等割 

賦課限度額 

（万円） 

静岡市 ３ 5.42 - 23,900 18,900 58 

浜松市 ３ 7.34 - 27,000 23,000 58 

沼津市 ４ 7.22 17.30 19,000 14,200 54 

熱海市 ４ 6.50 25.00 32,200 24,700 54 

三島市 ３ 7.26 - 31,800 9,600 58 

富士宮市 ４ 5.70 25.00 23,000 22,000 54 

伊東市 ３ 5.60 - 22,400 16,000 54 

島田市 ４ 5.10 20.00 27,800 21,600 54 

富士市 ４ 6.40 8.00 24,000 19,200 54 

磐田市 ４ 4.40 30.00 19,800 21,600 54 

焼津市 ４ 5.50 20.00 28,100 18,000 54 

掛川市 ４ 4.90 20.00 20,000 20,000 54 

藤枝市 ４ 5.30 20.00 24,000 20,000 58 

御殿場市 ４ 6.00 22.00 24,000 21,600 54 

袋井市 ４ 5.00 30.00 25,300 25,700 54 

下田市 ３ 5.10 - 19,300 13,900 58 

裾野市 ４ 5.50 20.00 23,600 21,000 54 

湖西市 ４ 4.30 22.00 26,600 21,800 54 

東伊豆町 ３ 6.10 - 22,200 20,000 54 

河津町 ４ 6.00 32.00 24,000 23,000 54 

南伊豆町 ３ 6.50 - 26,200 19,000 58 

松崎町 ３ 5.95 - 25,600 20,400 54 

西伊豆町 ４ 4.80 24.50 21,600 18,900 58 

函南町 ４ 6.00 12.50 20,000 18,000 54 

清水町 ４ 5.80 16.00 23,000 24,000 54 

長泉町 ４ 5.50 18.70 19,000 20,200 58 

小山町 ４ 4.80 29.60 20,400 17,300 58 

吉田町 ４ 6.30 25.00 18,900 24,000 58 

川根本町 ４ 4.09 13.36 18,000 15,800 58 

森町 ４ 4.47 30.00 24,000 25,000 54 

伊豆市 ３ 6.10 - 22,200 19,900 54 

御前崎市 ４ 5.30 16.00 24,000 19,300 54 

菊川市 ４ 4.90 23.20 26,200 28,800 58 

伊豆の国市 ３ 6.00 - 25,600 16,600 54 

牧之原市 ４ 6.50 10.00 21,600 21,600 58 

【出典】 静岡県「市町村国保の状況等」 
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表７－２ 保険料（税）（後期高齢者支援分）（2018 年度） 

応能割（％） 応益割（円） 
市町名 算定方式 

所得割 資産割 均等割 平等割 

賦課限度額 

（万円） 

静岡市 ３ 2.30 - 9,800 7,600 19 

浜松市 ３ 2.35 - 11,800 8,100 19 

沼津市 ２ 2.68 - 12,700 - 19 

熱海市 ４ 0.70 3.00 5,400 8,000 19 

三島市 ２ 1.39 - 13,800 - 19 

富士宮市 ３ 2.35 - 8,000 7,500 19 

伊東市 ３ 2.10 - 8,400 6,000 19 

島田市 ３ 1.90 - 8,000 8,000 19 

富士市 ３ 2.30 - 9,600 8,400 19 

磐田市 ４ 1.40 5.00 7,200 6,600 19 

焼津市 ３ 1.80 - 7,500 6,500 19 

掛川市 ４ 1.60 8.00 8,000 8,000 19 

藤枝市 ３ 1.60 - 8,000 6,000 19 

御殿場市 ４ 2.30 4.00 9,600 7,800 19 

袋井市 ４ 1.40 4.10 7,200 6,400 19 

下田市 ３ 2.00 - 7,600 5,500 19 

裾野市 ４ 2.10 4.00 8,800 8,200 19 

湖西市 ４ 1.60 4.00 9,600 7,200 19 

東伊豆町 ３ 2.40 - 9,000 9,000 19 

河津町 ４ 2.00 10.00 9,500 7,000 19 

南伊豆町 ３ 2.50 - 7,000 8,000 19 

松崎町 ３ 2.40 - 8,000 6,200 19 

西伊豆町 ４ 2.30 10.50 8,100 7,800 19 

函南町 ２ 2.40 - 14,000 - 19 

清水町 ３ 2.10 - 9,600 7,200 19 

長泉町 ３ 1.90 - 7,100 6,700 19 

小山町 ４ 2.00 10.00 9,600 8,000 19 

吉田町 ２ 2.60 - 10,800 - 19 

川根本町 ４ 1.92 6.36 7,300 7,500 19 

森町 ４ 1.60 7.00 7,500 6,700 19 

伊豆市 ３ 2.00 - 7,600 7,600 19 

御前崎市 ４ 1.50 5.00 7,500 8,000 19 

菊川市 ４ 1.60 7.80 7,800 6,700 19 

伊豆の国市 ３ 2.50 - 9,600 9,600 19 

牧之原市 ４ 2.40 6.00 7,200 7,200 19 

【出典】 静岡県「市町村国保の状況等」 
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表７－３ 保険料（税）（介護納付金分）（2018 年度） 

応能割（％） 応益割（円） 
市町名 算定方式 

所得割 資産割 均等割 平等割 

賦課限度額 

（万円） 

静岡市 ２ 2.33 - 18,400 - 16 

浜松市 ３ 1.90 - 9,800 7,000 16 

沼津市 ２ 2.27 - 14,200 - 16 

熱海市 ４ 1.60 7.00 9,400 5,000 16 

三島市 ２ 2.28 - 16,200 - 16 

富士宮市 ３ 1.50 - 8,300 4,600 16 

伊東市 ２ 1.70 - 13,200 - 16 

島田市 ２ 1.80 - 12,600 - 16 

富士市 ２ 2.20 - 15,600 - 16 

磐田市 ４ 0.90 4.50 6,000 4,200 16 

焼津市 ４ 1.48 5.00 8,800 6,000 16 

掛川市 ４ 1.20 7.00 10,000 5,600 16 

藤枝市 ３ 1.70 - 9,000 4,000 16 

御殿場市 ２ 2.00 - 14,400 - 16 

袋井市 ４ 0.95 4.50 7,100 4,500 16 

下田市 ２ 1.70 - 11,900 - 16 

裾野市 ２ 2.10 - 14,600 - 16 

湖西市 ４ 1.40 4.00 9,600 7,800 16 

東伊豆町 ３ 2.10 - 10,000 7,500 16 

河津町 ４ 1.50 8.00 9,700 6,000 16 

南伊豆町 ２ 1.60 - 11,000 - 16 

松崎町 ２ 2.30 - 14,000 - 16 

西伊豆町 ４ 2.10 7.60 9,700 5,600 16 

函南町 ２ 2.00 - 17,000 - 16 

清水町 ２ 2.05 - 18,000 - 16 

長泉町 ３ 1.70 - 8,600 6,200 16 

小山町 ４ 2.20 7.00 11,800 7,000 16 

吉田町 ２ 2.00 - 12,000 - 16 

川根本町 ４ 2.05 7.28 10,200 8,100 16 

森町 ４ 1.00 6.00 9,000 5,600 16 

伊豆市 ２ 1.90 - 14,800 - 16 

御前崎市 ４ 1.40 5.00 9,000 6,000 16 

菊川市 ４ 1.50 7.50 9,900 5,900 16 

伊豆の国市 ２ 1.20 - 12,000 - 16 

牧之原市 ２ 2.60 - 16,000 - 16 

【出典】 静岡県「市町村国保の状況等」 
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＜保険料（税）賦課方法の制度間の相違＞ 

 

 

【出典】 国民健康保険中央会「国民健康保険の安定を求めて」 
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表８ 保険料（税）の収納率と目標達成状況（現年度・一般被保険者分）(単位：％) 

市町名 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

支援方針

で定める

目標率 

2017 年度 

目標達成

状況 

静岡市 90.15 90.50 90.63 91.36 92.13 89.00 ○ 

浜松市 88.44 89.13 89.56 90.35 91.42 89.00 ○ 

沼津市 88.76 88.29 88.31 89.34 90.81 90.00 ○ 

熱海市 85.34 86.75 87.13 88.41 89.46 91.00  

三島市 91.61 91.78 92.80 94.01 94.36 91.00 ○ 

富士宮市 90.77 90.81 91.02 91.63 92.17 91.00 ○ 

伊東市 84.97 85.50 86.37 88.13 90.64 91.00  

島田市 93.39 93.79 94.43 95.48 96.01 91.00 ○ 

富士市 89.89 90.28 91.38 92.66 93.39 90.00 ○ 

磐田市 91.61 92.20 92.43 94.10 94.96 91.00 ○ 

焼津市 90.45 90.61 90.59 91.02 91.90 91.00 ○ 

掛川市 93.41 94.25 94.60 95.04 95.87 91.00 ○ 

藤枝市 92.96 93.18 93.61 94.23 94.92 91.00 ○ 

御殿場市 88.44 89.29 90.71 91.82 94.00 91.00 ○ 

袋井市 91.05 91.98 92.32 92.78 93.64 91.00 ○ 

下田市 86.63 87.79 89.05 90.84 91.59 92.00  

裾野市 91.80 92.34 92.25 92.74 93.88 91.00 ○ 

湖西市 93.94 94.58 94.58 95.16 95.31 91.00 ○ 

東伊豆町 88.96 89.98 90.65 92.37 93.73 92.00 ○ 

河津町 91.06 91.42 92.64 93.10 94.28 92.00 ○ 

南伊豆町 93.37 94.04 96.41 96.20 95.74 92.00 ○ 

松崎町 91.19 91.45 93.46 95.73 96.34 92.00 ○ 

西伊豆町 94.82 95.08 96.84 98.13 98.32 92.00 ○ 

函南町 89.29 90.58 90.37 90.58 90.76 91.00  

清水町 90.00 90.06 89.20 89.96 89.67 92.00  

長泉町 92.58 92.29 93.10 93.42 93.37 92.00 ○ 

小山町 94.73 95.00 95.03 95.30 95.88 92.00 ○ 

吉田町 92.57 91.79 92.13 92.51 92.14 92.00 ○ 

川根本町 97.61 97.93 98.00 98.08 97.95 92.00 ○ 

森町 94.81 94.77 95.21 96.06 97.08 92.00 ○ 

伊豆市 91.03 91.10 91.67 91.36 92.36 92.00 ○ 

御前崎市 92.56 93.10 93.15 94.16 95.31 92.00 ○ 

菊川市 93.69 93.81 93.76 93.61 94.74 91.00 ○ 

伊豆の国市 90.67 91.33 91.84 92.26 93.18 91.00 ○ 

牧之原市 93.61 94.13 94.53 94.67 94.71 91.00 ○ 

県 90.14 90.56 90.96 91.80 92.71 ― ○:30 市町 

【出典】 静岡県「国民健康保険事業状況」 
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表９－１ 収納対策等の実施状況（2017 年度） 

収納体制の強化 

市町名 

収納対策に

関する要綱

の作成状況 

コ―ルセンタ―

の設置 

滞納整理機構の設

置又は滞納整理機

構への滞納処分の

移管を実施 

税の専門家

の配置（嘱託員

等を含む） 

収納対策研修

の実施 

静岡市  ○   ○ 

浜松市 ○ ○   ○ 

沼津市 ○    ○ 

熱海市 ○  ○  ○ 

三島市   ○  ○ 

富士宮市   ○   

伊東市 ○  ○  ○ 

島田市 ○  ○  ○ 

富士市 ○ ○ ○ ○ ○ 

磐田市 ○  ○  ○ 

焼津市 ○  ○  ○ 

掛川市 ○  ○  ○ 

藤枝市 ○ ○ ○ ○ ○ 

御殿場市 ○  ○  ○ 

袋井市 ○  ○   

下田市 ○  ○ ○ ○ 

裾野市 ○  ○   

湖西市 ○  ○ ○ ○ 

東伊豆町   ○   

河津町 ○  ○  ○ 

南伊豆町   ○   

松崎町   ○   

西伊豆町 ○  ○  ○ 

函南町 ○  ○  ○ 

清水町   ○  ○ 

長泉町   ○  ○ 

小山町 ○  ○  ○ 

吉田町   ○ ○ ○ 

川根本町   ○  ○ 

森町 ○  ○   

伊豆市 ○ ○ ○   

御前崎市 ○  ○  ○ 

菊川市   ○ ○ ○ 

伊豆の国市 ○ ○ ○ ○ ○ 

牧之原市   ○  ○ 

【出典】 「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る市町調査より 
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表９－２ 収納対策等の実施状況（2017 年度） 

徴収方法改善等の実施状況 

市町名 口座振替

の原則化 

マルチペイメント

ネットワ―クシス

テムを利用した口

座振替の推進 

コンビニ

収納 

ペイジ―に

よる納付方

法の多様化

（簡素化） 

クレジッ

トカード

による決済 

多重債務相談

の実施 

静岡市 ○ ○ ○ ○   

浜松市 ○  ○    

沼津市   ○    

熱海市   ○    

三島市   ○   ○ 

富士宮市   ○   ○ 

伊東市 ○ ○ ○   ○ 

島田市   ○    

富士市   ○    

磐田市   ○ ○ ○ ○ 

焼津市   ○  ○ ○ 

掛川市   ○   ○ 

藤枝市   ○  ○ ○ 

御殿場市   ○    

袋井市   ○  ○ ○ 

下田市   ○   ○ 

裾野市   ○    

湖西市   ○   ○ 

東伊豆町   ○    

河津町   ○    

南伊豆町   ○   ○ 

松崎町   ○    

西伊豆町       

函南町   ○    

清水町   ○   ○ 

長泉町   ○   ○ 

小山町   ○   ○ 

吉田町       

川根本町       

森町       

伊豆市   ○    

御前崎市   ○    

菊川市   ○    

伊豆の国市   ○   ○ 

牧之原市   ○    

【出典】 「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る市町調査より 
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表 10 レセプト点検による被保険者一人当たり財政効果額（2017 年度） 

過誤調整分（円） 

市町名 
内容点検 資格点検 

返納金等 

調定分（円） 
計（円） 

財政効果率

（％） 

静岡市 192 843 670 1,705 0.57 

浜松市 150 870 245 1,265 0.43 

沼津市 318 973 111 1,402 0.48 

熱海市 465 1,520 574 2,560 0.84 

三島市 248 909 160 1,317 0.44 

富士宮市 124 982 382 1,487 0.53 

伊東市 272 936 627 1,835 0.70 

島田市 158 644 278 1,080 0.37 

富士市 335 1,149 548 2,033 0.70 

磐田市 401 968 86 1,455 0.51 

焼津市 70 1,479 323 1,872 0.65 

掛川市 218 591 384 1,194 0.41 

藤枝市 149 775 387 1,310 0.45 

御殿場市 208 1,645 362 2,216 0.82 

袋井市 160 769 981 1,910 0.68 

下田市 394 1,442 0 1,836 0.63 

裾野市 256 979 110 1,345 0.47 

湖西市 291 390 530 1,211 0.43 

東伊豆町 228 687 164 1,079 0.38 

河津町 435 588 7 1,030 0.33 

南伊豆町 307 236 204 748 0.28 

松崎町 387 415 102 903 0.30 

西伊豆町 264 375 148 786 0.24 

函南町 405 504 77 985 0.34 

清水町 570 1,060 334 1,964 0.74 

長泉町 429 1,006 285 1,720 0.59 

小山町 852 674 125 1,650 0.54 

吉田町 91 527 156 774 0.27 

川根本町 213 417 152 783 0.27 

森町 153 536 266 954 0.34 

伊豆市 200 1,641 259 2,100 0.67 

御前崎市 182 513 265 960 0.32 

菊川市 117 586 440 1,143 0.39 

伊豆の国市 417 1,289 273 1,979 0.70 

牧之原市 180 661 1,050 1,891 0.72 

県 227 1,023 388 1,638 0.56 

※端数処理により、数値が一致しないものがある 

【出典】 「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る市町調査より 
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表 11－1 第三者行為求償事務の実施状況（2017 年度） 

取組内容（※） 

市町名 
高額療養費

（現金給付）

の支給申請

から抽出 

療養費の支

給申請から

抽出 

葬祭費・葬祭

料の支給申

請から抽出 

限度額適用・

標準負担額減

額認定証の交

付申請からの

抽出 

被保険者か

らの同意書

取得（個人情

報照会） 

新聞等の 

各種報道を

確認 

静岡市       

浜松市 ○ ○ ○ ○  ○ 

沼津市 ○ ○     

熱海市 ○   ○   

三島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

富士宮市 ○ ○  ○ ○ ○ 

伊東市 ○ ○  ○ ○ ○ 

島田市 ○ ○ ○ ○   

富士市 ○ ○    ○ 

磐田市 ○ ○   ○ ○ 

焼津市 ○ ○     

掛川市 ○ ○  ○ ○ ○ 

藤枝市 ○ ○ ○ ○   

御殿場市  ○     

袋井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

下田市 ○  ○    

裾野市 ○   ○  ○ 

湖西市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

東伊豆町      ○ 

河津町       

南伊豆町       

松崎町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

西伊豆町 ○ ○    ○ 

函南町 ○ ○  ○ ○ ○ 

清水町 ○ ○ ○    

長泉町 ○ ○ ○   ○ 

小山町 ○   ○  ○ 

吉田町       

川根本町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

森町 ○ ○ ○  ○ ○ 

伊豆市 ○      

御前崎市     ○ ○ 

菊川市       

伊豆の国市 ○    ○  

牧之原市 ○ ○ ○ ○  ○ 

（※）職員、非常勤職員、外部委託による取組 

【出典】 「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る市町調査より 
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表 11－２ 第三者行為求償事務の実施状況（2017 年度） 

取組内容（※） 

市町名 
警察との

連携（情報

提供の覚

書等） 

消防との連

携（情報提供

の覚書等） 

消費生活セン

ター、保健所と

の連携（情報提

供の覚書等） 

その他関係行

政機関との連

携（情報提供

の覚書等） 

医療機関と

の連携（届出

勧奨・情報提

供の覚書等） 

国保連作成

マニュアルの

活用 

静岡市  ○    ○ 

浜松市   ○   ○ 

沼津市  ○ ○   ○ 

熱海市   ○   ○ 

三島市  ○ ○   ○ 

富士宮市  ○ ○    

伊東市  ○ ○ ○ ○ ○ 

島田市  ○ ○   ○ 

富士市  ○ ○   ○ 

磐田市  ○ ○  ○ ○ 

焼津市   ○  ○ ○ 

掛川市  ○ ○ ○  ○ 

藤枝市   ○  ○ ○ 

御殿場市  ○ ○ ○  ○ 

袋井市  ○ ○ ○ ○ ○ 

下田市  ○ ○   ○ 

裾野市  ○ ○    

湖西市   ○   ○ 

東伊豆町  ○ ○ ○   

河津町   ○ ○  ○ 

南伊豆町  ○ ○ ○  ○ 

松崎町   ○   ○ 

西伊豆町  ○ ○   ○ 

函南町  ○ ○   ○ 

清水町  ○ ○   ○ 

長泉町  ○ ○ ○  ○ 

小山町  ○ ○    

吉田町  ○ ○   ○ 

川根本町  ○ ○   ○ 

森町  ○ ○   ○ 

伊豆市  ○ ○   ○ 

御前崎市  ○ ○   ○ 

菊川市  ○ ○   ○ 

伊豆の国市  ○ ○   ○ 

牧之原市  ○ ○   ○ 

（※）職員、非常勤職員、外部委託による取組 

【出典】 「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る市町調査より 
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表 11－３ 第三者行為求償事務の実施状況（2017 年度） 

広報事業 その他 

市町名 
機関紙 

ホーム 

ページ 
ポスター 

医療費 
通知等の 
送付物の 
活用 

その他 

第三者求

償研修（国

保連主催）

への参加 

第三者求

償アドバ

イザーの

活用 

静岡市  ○  ○  ○ ○ 

浜松市  ○  ○  ○  

沼津市 ○ ○    ○  

熱海市  ○  ○  ○ ○ 

三島市  ○  ○ ○ ○ ○ 

富士宮市  ○   ○ ○  

伊東市  ○ ○  ○ ○  

島田市  ○    ○  

富士市  ○ ○ ○  ○  

磐田市 ○ ○  ○  ○  

焼津市  ○    ○  

掛川市  ○  ○ ○ ○  

藤枝市  ○  ○  ○  

御殿場市  ○  ○  ○ ○ 

袋井市  ○  ○  ○  

下田市    ○  ○  

裾野市  ○    ○  

湖西市  ○ ○ ○  ○  

東伊豆町    ○  ○  

河津町  ○    ○  

南伊豆町        

松崎町    ○  ○  

西伊豆町  ○    ○  

函南町 ○ ○    ○  

清水町  ○   ○ ○  

長泉町  ○   ○ ○  

小山町  ○  ○  ○  

吉田町 ○   ○  ○  

川根本町  ○  ○ ○ ○  

森町      ○  

伊豆市  ○    ○  

御前崎市  ○  ○  ○  

菊川市     ○ ○  

伊豆の国市  ○    ○ ○ 

牧之原市  ○   ○ ○ ○ 

【出典】 「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る市町調査より 
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表 12 医療費通知及び後発医薬品（ジェネリック）差額通知実施状況等（2017 年度） 

医療費通知 ジェネリック差額通知 
市町名 

 実施回数 対象月数  実施回数 対象月数 

後発医薬品使用促進の取

組について年齢別等に類

型化し、把握した上で事

業目標を立てている市町 

静岡市 ○ 6 12 ○ 3 3  

浜松市 ○ 6 12 ○ 3 3 ○ 

沼津市 ○ 6 12 ○ 2 2 ○ 

熱海市 ○ 12 12 ○ 3 3  

三島市 ○ 6 12 ○ 2 2 ○ 

富士宮市 ○ 6 12 ○ 2 2 ○ 

伊東市 ○ 6 12 ○ 2 2 ○ 

島田市 ○ 6 12 ○ 6 6 ○ 

富士市 ○ 6 12 ○ 5 5 ○ 

磐田市 ○ 6 12 ○ 3 3 ○ 

焼津市 ○ 6 12 ○ 2 2  

掛川市 ○ 6 12 ○ 2 2 ○ 

藤枝市 ○ 6 12 ○ 4 4 ○ 

御殿場市 ○ 6 12 ― ― ―  

袋井市 ○ 6 12 ○ 2 2 ○ 

下田市 ○ 6 12 ○ 2 12  

裾野市 ○ 6 12 ○ 2 2  

湖西市 ○ 6 12 ○ 2 2 ○ 

東伊豆町 ○ 6 6 ○ 4 4  

河津町 ○ 6 12 ○ 2 2  

南伊豆町 ○ 6 6 ○ 2 2  

松崎町 ○ 1 12 ○ 2 2  

西伊豆町 ○ 6 12 ○ 1 1  

函南町 ○ 6 6 ○ 2 2  

清水町 ○ 6 6 ○ 2 2  

長泉町 ○ 6 12 ○ 2 2  

小山町 ○ 6 12 ― ― ―  

吉田町 ○ 6 12 ― ― ―  

川根本町 ○ 6 12 ― ― ―  

森町 ○ 6 12 ○ 1 3  

伊豆市 ○ 6 6 ○ 2 2  

御前崎市 ○ 6 6 ○ 2 2  

菊川市 ○ 6 6 ○ 2 2  

伊豆の国市 ○ 6 12 ○ 6 6 ○ 

牧之原市 ○ 6 6 ― ― ―  

県 35 ― ― 29 ― ― ○：13 市 

【出典】 「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る市町調査より 

 

 



 

 
参考資料 データ編 

 56 

表 13 特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率 

特定健康診査受診率（％） 特定保健指導実施率（％） 
市町名 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

静岡市 32.0 32.6 33.4 24.0 28.6 35.4 

浜松市 32.1 31.8 32.0 12.9 14.3 14.0 

沼津市 37.3 37.7 38.3 20.2 20.5 22.4 

熱海市 29.5 30.1 30.4 2.6 9.4 5.5 

三島市 42.5 42.4 42.8 7.9 15.1 18.5 

富士宮市 36.5 35.8 36.6 20.7 29.8 33.9 

伊東市 49.6 50.7 51.8 28.9 24.7 22.6 

島田市 37.0 36.8 40.0 88.5 88.5 81.1 

富士市 34.8 35.7 34.8 27.6 31.4 35.1 

磐田市 46.1 45.8 46.4 58.1 57.0 88.0 

焼津市 37.0 37.1 37.4 60.8 71.1 62.8 

掛川市 38.1 36.1 36.8 39.1 45.5 40.8 

藤枝市 49.6 49.2 48.9 45.2 51.7 59.4 

御殿場市 44.3 43.6 44.9 38.0 46.2 47.4 

袋井市 52.9 52.3 51.7 55.5 52.9 65.6 

下田市 29.2 30.5 29.4 18.2 7.1 31.2 

裾野市 45.4 45.0 45.6 30.3 38.5 36.5 

湖西市 48.5 48.5 49.4 72.9 72.4 80.0 

東伊豆町 37.2 39.4 39.4 19.1 14.4 11.3 

河津町 35.5 36.4 33.6 18.3 17.4 42.1 

南伊豆町 39.0 39.4 38.6 49.2 43.1 52.6 

松崎町 38.0 37.6 37.0 40.0 50.5 53.8 

西伊豆町 40.6 40.2 39.1 51.5 54.2 46.3 

函南町 35.6 34.6 34.1 19.0 19.2 14.0 

清水町 42.0 41.0 41.6 44.1 41.3 42.0 

長泉町 43.8 43.9 43.5 16.4 18.7 17.1 

小山町 49.7 48.6 50.4 44.0 43.6 29.2 

吉田町 42.0 40.6 40.1 50.6 38.3 21.0 

川根本町 52.4 54.1 50.1 27.1 57.9 63.6 

森町 42.4 44.0 42.3 71.5 69.0 68.5 

伊豆市 42.9 42.7 44.1 13.4 29.3 32.1 

御前崎市 44.3 44.9 43.1 40.8 47.7 42.5 

菊川市 41.9 41.1 42.4 29.5 24.2 29.0 

伊豆の国市 46.3 45.5 43.8 46.7 41.3 33.0 

牧之原市 38.4 37.2 37.0 28.4 38.9 32.1 

県 37.6 37.6 38.0 30.7 33.8 37.0 

【出典】 静岡県「国民健康保険事業状況」 


